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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

秋
田
県
告
示
第
三
十
九
号

　

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三

年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

図
書
を
優
良
な
図
書
と
し
て
推
奨
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

図
書

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
四
十
号

　

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三

年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
図
書

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
し
、
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三

日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

図
書

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
四
十
一
号

　

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三

年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
興
行

を
青
少
年
に
有
害
な
興
行
と
し
て
指
定
し
、
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

　
　
告　
示

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立

　

の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
施
術
者
の
指
定
（
三
八
・
福
祉
政
策

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
優
良
図
書
の
推
奨
（
三
九
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
の
指
定
（
四
〇
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
１

○
青
少
年
に
有
害
な
興
業
の
指
定
（
四
一
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
…
１

○
都
市
計
画
の
変
更
及
び
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
（
四
二
・
都
市
計

　

画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

　
　
公　
告

○
県
有
財
産
の
売
払
い
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
会
計
管
財

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
２

　
　
教
育
委
員
会
規
則

○
秋
田
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
・
高
校
教

　

育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

秋
田
県
告
示
第
三
十
八
号

　

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に

よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
者
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

推
奨
番
号

図
書
名

発
行
所

推　

奨　

理　

由

十
七

遺
伝
子
が
語

る
「
命
の
物

語
」

く
も
ん

出
版
　

日
本
を
代
表
す
る
世
界
的
な
生
命

科
学
者
・
村
上
和
雄
氏
か
ら
青
少
年

へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
「
命
の
大
切

さ
」
、
「
生
き
る
こ
と
の
す
ば
ら
し

さ
」
を
問
う
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
青

少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
上
に
お
い

て
有
益
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

指
定
番
号

図　
　

書　
　

名

発　

行　

所

指
定
理
由

一
〇
五
五
四
コ
ミ
ッ
ク
ア
ム
ー
ル　

２
月

号

サ

ン

出

版　

著
し
く
青

少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激

し
、
又
は
著

し
く
青
少
年

の
粗
暴
性
若

し
く
は
残
虐

性
を
誘
発

し
、
若
し
く

は
助
長
し
、

そ
の
健
全
な

育
成
を
阻
害

す
る
お
そ
れ

が
あ
る
。

一
〇
五
五
五
ス
ペ
シ
ャ
ル　

ア
ヤ　

２
月

号

宙

出

版

一
〇
五
五
六
微
熱
ス
ー
パ
ー
デ
ラ
ッ
ク
ス

　

２
月
号

セ
ブ
ン
新
社

一
〇
五
五
七
ビ
タ
マ
ン　

２
月
号

竹

書

房

一
〇
五
五
八
バ
ク
バ
グ　

２
月
号

サ

ン

出

版

一
〇
五
五
九
熱
写
ボ
ー
イ
Ｂ
Ｋ
ブ
ラ
ッ
ク

　

２
月
号

セ
ブ
ン
新
社

一
〇
五
六
〇
ボ
ン
バ
ー
ス
ー
パ
ー
レ

デ
ィ
ー　
ｖ
ｏ
ｌ
１
３

Ｋ
Ｋ
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
ズ

一
〇
五
六
一
三
十
路
熟
の
素　

１
月
増
刊

号　

美
媚
彩
女

マ
イ
ウ
ェ
イ
出
版

一
〇
五
六
二
遊
名
人　

１
月
号

有
限
会
社
ア
ン
チ

メ
デ
ィ
ア

一
〇
五
六
三
ア
キ
タ
で
ナ
イ
ト　

１
月
号
月
刊
ア
キ
タ
で
ナ

イ
ト
編
集
部

一
〇
五
五
四
コ
ミ
ッ
ク
ア
ム
ー
ル　

２
月

号

サ

ン

出

版
し
、
若
し
く

は
助
長
し
、

そ
の
健
全
な

育
成
を
阻
害

す
る
お
そ
れ

が
あ
る
。

一
〇
五
五
六
微
熱
ス
ー
パ
ー
デ
ラ
ッ
ク
ス

　

２
月
号

セ
ブ
ン
新
社

一
〇
五
五
八
バ
ク
バ
グ　

２
月
号

サ

ン

出

版

一
〇
五
五
九
熱
写
ボ
ー
イ
Ｂ
Ｋ
ブ
ラ
ッ
ク

　

２
月
号

東
京
三
世
社

一
〇
五
六
〇
ボ
ン
バ
ー
ス
ー
パ
ー
レ

デ
ィ
ー　
ｖ
ｏ
ｌ
13

Ｋ
Ｋ
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
ズ

一
〇
五
六
一
三
十
路
熟
の
素　

１
月
増
刊

号　

美
媚
彩
女

マ
イ
ウ
ェ
イ
出
版

一
〇
五
六
二
遊
名
人　

１
月
号

有
限
会
社
ア
ン
チ

メ
デ
ィ
ア

一
〇
五
六
三
ア
キ
タ
で
ナ
イ
ト　

１
月
号
月
刊
ア
キ
タ
で
ナ

イ
ト
編
集
部

氏　
　
　
　
　

名

施
術
所
の
名
称

施

術

所

の

所

在

地

業
務
の
種
類

指
定
年
月
日

渡　

辺　

浩　

太

わ
た
な
べ
鍼
灸
接
骨
院

能
代
市
字
沼
ノ
上
十
四―

十
五

柔
道
整
復

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日



２
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映
画

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
四
十
二
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更

し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
都

市
計
画
の
図
書
を
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　
　

秋
田
都
市
計
画
公
園
（
九
・
六
・
一
号
県
立
小
泉
潟
公
園
）
の
変
更

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
た
土
地
の
区
域

　
　

変
更
し
た
部
分　

秋
田
市
金
足
小
泉
字
山
草
川
谷
地
並
び
に
金
足
鳰
崎

字
細
首
、
字
後
山
及
び
字
三
十
刈
の
各
一
部

三　

都
市
計
画
の
変
更
年
月
日　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

　

県
有
財
産
の
売
払
い
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の

で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七

条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

入
札
に
付
す
る
物
件
の
所
在
地
、
面
積
等

二　

契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
入
札
参
加
申
込
書
の
交
付
の
場
所
及
び

期
間

三　

入
札
執
行
の
場
所
及
び
日
時

四　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
　

入
札
参
加
申
込
書
を
二
に
掲
げ
る
期
間
内
に
二
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出

し
た
者
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
す
る

者
を
除
く
。
）

五　

入
札
参
加
申
込
み
に
必
要
な
書
類
等

　

㈠　

個
人
の
場
合

　
　
　

印
鑑
、
住
民
票
の
写
し
及
び
身
分
証
明
書
（
本
籍
地
の
市
町
村
長
が

発
行
す
る
も
の
）

　

㈡　

法
人
の
場
合

　
　
　

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

六　

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

　
　

入
札
保
証
金
は
、
入
札
金
額
の
百
分
の
五
以
上
と
し
、
現
金
又
は
銀
行

の
支
払
保
証
を
な
し
た
持
参
人
払
小
切
手
を
も
っ
て
入
札
時
に
納
入
す
る

も
の
と
す
る
。

七　

入
札
の
無
効

　
　

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十

六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　

な
お
、
郵
便
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
は
、
認
め
な
い
。

八　

予
定
価
格

　
　

秋
田
県
財
務
規
則
附
則
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
普
通
財
産
等
の
売
払

契
約
に
係
る
入
札
執
行
前
の
予
定
価
格
の
公
表
に
関
す
る
事
務
取
扱
要
領

に
よ
り
公
表
す
る
。

九　

特
記
事
項

　
　

契
約
締
結
時
、
建
物
の
落
札
金
額
に
対
し
て
別
途
「
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
（
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
」
を
加
算
す
る
。

十　

そ
の
他

　
　

詳
細
に
関
し
て
は
、
秋
田
県
出
納
局
会
計
管
財
課
（
電
話
○
一
八―

八

六
○―

二
七
三
六
）
に
照
会
の
こ
と
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
由
利
本
荘
市
子
吉
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款

変
更
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
一
年
一
月
十
三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　

秋
田
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

北　

林　

真
知
子　

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

　
　
　

秋
田
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

秋
田
県
立
高
等
学
校
学
則
（
平
成
元
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
㈠
の
表
秋
田
県
立
矢
島
高
等
学
校
の
項
中
「
由
利
本
荘
市
矢
島
町
矢

島
町
三
十
三
番
地
」
を
「
由
利
本
荘
市
矢
島
町
七
日
町
字
助
の
渕
一
番
五
」

に
改
め
る
。

　
　
　
附　
則

指
定
番
号

題　
　
　
　

名

配　

給　

元

指
定
理
由

六
六
四
八

女
豹
の
檻　

い
け
に
え
乱
交
オ
ー
ピ
ー
映
画　

著
し
く
青

少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激

し
、
又
は
著

し
く
青
少
年

の
粗
暴
性
若

し
く
は
残
虐

性
を
誘
発

し
、
若
し
く

は
助
長
し
、

そ
の
健
全
な

育
成
を
阻
害

す
る
お
そ
れ

が
あ
る
。

六
六
四
九

モ
ト
リ
ー
・
ク
ル
ー
の
デ
ィ

ザ
ス
タ
ー

東

北

新

社

六
六
五
〇

性
犯
罪
捜
査
Ⅱ 

淫
欲
の
え
じ

き

オ
ー
ピ
ー
映
画

六
六
五
一

本
番
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン　

や

ら
れ
っ
ぱ
な
し

新
東
宝
映
画

六
六
五
二

夫
婦
夜
話　

さ
か
り
妻
た
ち

の
欲
求

オ
ー
ピ
ー
映
画

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告

番
号

所
在
地

地
目
等

面
積
（
㎡
）

予
定
価
格
（
円
）

一

湯
沢
市
関
口

字
関
口
三
五

番
五

宅　

地

二
四
八
・
七
五
二
、
七
七
七
、
〇

〇
〇

居　

宅

八
四
・
〇
五

二
三
八
、
〇
〇
〇

車　

庫

一
四
・
七
二

番　

号

場　
　
　

所

期　
　
　

間

一

雄
勝
地
域
振
興
局
総
務
企

画
部
総
務
課　

総
務
・
出

納
班

（
電
話
）
〇
一
八
三―

七

三―

八
一
九
七

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十

三
日
（
金
）
か
ら
同
年
二

月
十
六
日
（
月
）
ま
で

（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
祝

日
を
除
く
）
の
午
前
九
時

か
ら
午
後
五
時
ま
で

番　

号

場　
　
　

所

日　
　
　

時

一

雄
勝
地
域
振
興
局
第
一
会

議
室

平
成
二
十
一
年
二
月
十
七

日
（
火
）
午
後
一
時
三
十

分

　
　
　
　
　
教
育
委
員
会
規
則
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こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

昭
和
三
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
一
号
）
掲
載
の
秋
田
県
条
例
第

三
十
四
号
（
秋
田
県
行
政
財
産
使
用
料
徴
収
条
例
）

　

（
原
稿
誤
り
）

　

十
九　
　

下　
　
　
　

十
九　
　

第
一
条
の
規
定
に　

第
一
条
の
規
定
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
り　
　
　
　
　
　

よ
る

 

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

　
　
　
　
　
正　
　
　
　
　
　
誤



発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄


